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１．業 務 名 ＰＣＢ含有塗膜調査業務（林道橋）

２．履 行 期 間

３．履 行 場 所 近畿中国森林管理局管内

４．請 負 代 金 額 .－

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　 .－)

５．契 約 保 証 金 額 .－

６．前 金 払 請負代金の１０分の　　以内

７．調 停 人

８．選 択 事 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用される

ものは（○印）、削除されるものは（×印）である。

適用削除

の 区 分

業　務　請　負　契　約　書

令和７年２月２２日　まで

契約締結の翌日　から

選択条項

契約保証金の納付

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の
提供

部分引渡し

調停人の選任

第４条第１項第１号

第４条第１項第２号

第４条第１項第３号

第４条第１項第４号

第４条第１項第５号

第３５条～第３７条

第５７条

第３８条

前金払

履行保証保険契約の締結

（案）

銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業
会社の保証

選　　　　択　　　　事　　　　項

公共工事履行保証証券による保証

収
入
印
紙



９．特 約 条 項

（１）　請負代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。

　上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書

及び令和　　年　　月　　日に交付した国有林野事業業務請負契約約款によって公正な請負契約を

締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙　設計共同体協定書により

契約書記載の業務を共同連帯して実施する。

　本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

発　注　者 (住所)    大阪市北区天満橋１丁目８番７５号

  　　　　支出負担行為担当官

(氏名)　　近畿中国森林管理局長　　國井　聡 印

受　注　者 (住所)　　

　　　　　

(氏名)　　 印

［注］受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、

　　　設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入

　　　する。



単位 数量

直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く) 式 1

PCB含有塗膜調査 式 1

打合せ等（内業） 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 業務 1

橋 8

業務 1

業務 1

橋 8

橋 8

式 1

打合せ場所：近畿中国森林管理局、三重森林管理署 式 1

橋梁点検車 式 1

直接原価(その他原価除く) 式 1

その他原価 式 1

一般管理費等 式 1

業務価格 式 1

消費税相当額 ％ 10

業務委託料 式 1

旅費交通費

機械経費

業 務 別 数 量 内 訳 書

PCB含有塗膜調査業務（林道橋）

業務区分・業種・種別・細別 規     格

業務名：

計画準備（内業）

現地踏査（外業）

塗膜採取・復旧（外業）

基準日額

報告書作成（内業）

塗膜採取・復旧材料費及び試験費



森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書

　平成29年３月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知（最終改正　令和５年３
月24日付け４林整計第839号）で定められた、森林整備保全事業調査、測量、設計
及び計画業務標準仕様書を使用するものとする。
　森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書に記載されていない
特殊な工種等については、特記仕様書による。



特記仕様書 

 

[１] 適用 

１．本特記仕様書は、近畿中国森林管理局（以下「発注者」という。）が実施する「Ｐ

ＣＢ含有塗膜調査業務（林道橋）」（以下「本業務」という。）に適用するものと

する。 

２．本業務は、契約書、設計図書、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務

標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）及び本仕様書に基づき実施するものと

する。 

３．標準仕様書第３１０２条第１０項の「○○契約書」とは、ＰＣＢ含有塗膜調査業

務(林道橋)契約書とする。 

[２] 履行場所 

   本業務の履行場所は、近畿中国森林管理局管内（別図のとおり）とする｡ 

点検を行う橋梁は､別表（点検橋梁一覧表）のとおりとする。 

[３] 現地踏査 

現地踏査は監督職員又は発注者の指定する担当者とともに行うものとし、橋梁の状

況により調査業務に支障がある場合には、監督職員と協議するものとする｡ 

[４] 関係機関との協議 

点検の実施にあたり、河川管理者、公安委員会及び他の道路管理者等との協議が必要

な場合には、仕様書第 3710 条の６に基づき、必要な資料の収集及び協議書の作成を行

うとともに、監督職員と協議の上、点検が行えるように協議を行わなければならない。 

[５] 再委託 

標準仕様書第 3127 条第 1項で示すほか、次に示すものとする。 

  １．本業務の計画準備 

  ２．現地踏査 

  ３．実施計画書作成 

  ４．塗膜採取・復旧作業 

  ５．試料の分析 

  ６．報告書の作成   

[６] 現地点検 

① 塗膜採取・復旧 

(ｱ) 「ポリ塩化ビフェニルを含有する可能性のある塗膜のサンプリング方法につ

いて（通知）」（令和元年 10月 11 日環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制

課長通知）、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労

働者の健康障害防止について」（平成 26年５月 30 日厚生労働省労働基準局安



全衛生部労働衛生課長、化学物質対策課長発令）を遵守して資料採取を行う。 

(ｲ) 塗膜採取は JIS K 0060 に基づき実施し、塗膜の採取はケレン棒等による乾式

採取を標準とする。 

(ｳ) 採取量は一橋当たり 150g 程度を標準とする。（一般的な寸法は 0.5m 四方） 

(ｴ) 剥離作業は剥離塗膜が周囲に飛散することを防止する環境において実施し、

採取作業者が健康障害防止のため手袋、防塵衣類、安全メガネ、マスク等を着

用する。なお、手袋、安全メガネ、マスクは箇所ごとに交換すること。防塵衣

類については、箇所ごとに交換する必要はないが、現地実態に応じて、協議の

うえ対応すること。 

(ｵ) 塗膜採取を実施した部位は補修塗装を実施すること。 

(ｶ) 採取した塗膜については、ＰＣＢ、六価クロム、鉛について含有量試験を実施

すること。ＰＣＢ等が確認されなかった場合は、受注者が適正な処分を行う。

ＰＣＢ等が確認された場合は、発注者に返却する。 

  ② 中間成果の提出 

業務履行中、監督職員より中間成果を求められた場合、速やかに提出するものとす

る。 

[７] 報告書の提出 

本業務の成果品として、以下のものを提出するものとする。 

なお、試験結果の提出について、計量法に基づく計量証明が必要であるため環境計量

士による試験結果を提出すること。 

１．調査結果報告書            局及び各署等別 各１部  

２．試験結果               局及び各署等別 （正・副） 

３．現況写真               局及び各署等別 各１部 Ａ４版 

４．電子納品（CD-R もしくは DVD-R）     局及び各署等別 各１枚（正・副） 

 ５．その他監督職員の指示した資料１式 

 ６．その他、業務により生じた資料１式 

成果品の提出先は、「近畿中国森林管理局 森林整備課」とする。 

[８] 打合せ 

業務に関する打合せ記録は受注者が作成するものとし、打合せ後、速やかに監督職員

に提出するものとする｡ 

なお、打合せ回数は、３回を予定するものとし、業務着手時及び成果品納入時には管

理技術者が出席するものとする。 

                  

打 合 せ 回 数 

    業務着手時１回   

    中間打合せ１回  署１回   



    成果品納入時１回   

      計３回                                                                          

 

[９] 貸与資料 

標準仕様書第 3112 条に定める発注者が貸与する図書その他資料は次のとおりとす

る｡ 

   ①橋梁台帳（既存） 

   ②上記以外で業務履行上、発注者が必要と認める資料 

なお、貸与された資料については、不要となった時点で速やかに返却するものとする。 

[10] 沿道対応 

本業務実施中、沿道の住民及び道路利用者より苦情のあった場合には、受注者におい

て丁寧に対応するものとし、その結果を監督職員に報告するものとする。 

[11] 疑義 

受注者は､業務の実施にあたり疑義が生じた場合には､監督職員と協議を行うものと

する｡ 

 



電子納品に関する特記仕様書

１．本業務は、電子納品対象業務とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙
　による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。
　　電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品する
　ことをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイド
　ライン令和４年１月」（以下、「ガイドライン」という。）に基づき作成されたもの
　を指す。

２．電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書
　を提出する。

３．「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定す
　るものとする。

４．電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」による
　チェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイル
　スが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。



情報共有システムに関する特記仕様書

第１章　業務管理

（１）情報共有システムの業務について

　①　本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化
　　を図る情報共有システムの活用対象業務である。

　②　情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測
　　量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるも
　　のとする。

　③　受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために
　　聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。

　④　費用（登録料及び使用料）は、その他原価に含まれている。



三重署 父ヶ谷大台線（大台林道） 西谷橋 22.50m 3.60m 鋼橋 梯子 否 0.8日 専用林道
三重署 父ヶ谷大台線（父ヶ谷林道） 紅壽橋 17.50m 3.60m 鋼橋 梯子 否 0.7日 専用林道
三重署 白倉林道 14号橋（不動橋） 16.40m 3.60m 鋼橋 梯子 否 0.5日 専用林道
三重署 白倉林道 15号橋（雷橋） 12.40m 3.60m 鋼橋 梯子 否 0.6日 専用林道
三重署 白倉林道 16号橋（羚橋） 10.60m 3.60m 鋼橋 梯子 否 0.6日 専用林道
三重署 大又佐渡林道（佐渡林道） 7号橋（保色橋） 14.40m 3.60m 鋼橋 点検車 否 0.5日 専用林道
三重署 塔谷林道 １号橋（備後川橋） 36.60m 3.60m 鋼橋 点検車 否 0.5日 専用林道
三重署 大又佐渡林道（大又林道） 20号橋（23号橋） 13.00m 3.60m 鋼橋 点検車 否 0.5日 併用林道

8橋 4.7日

アーチ橋 否 8橋
鋼 橋 8橋 要

署別橋梁数
三重署 8橋

8橋

延長別橋梁数（PCB調査のみを除く)
４～５以下 2橋
５超え１０以下 1橋
１０超え１５以下 4橋 1橋

8橋

備考

第三者被害防止措置の要否

1橋当たり
点検日数

点　　検　　橋　　梁　　数　　量　　等
点検日数

第三者被害防止
措置の要否

林道名
橋名

再掲

２０超え３０以下
３０超え５０以下
５０超え

１５超え２０以下

構造別
計

全幅

管理
署
(所)等

橋長 構造
足下
条件

点　　検　　橋　　梁



別表

点検橋梁一覧表

三-① 父ヶ谷大台線（大台林道） 西谷橋 林道起点から31.7km 鋼桁橋 22.5 4.0 専用林道

三-② 父ヶ谷大台線（父ヶ谷林道） 紅壽橋 林道起点から7.0km 鋼桁橋 17.5 5.0 専用林道

三-③ 白倉林道 14号橋（不動橋） 林道起点から10.7km 鋼桁橋 16.4 7.0 専用林道

三-④ 白倉林道 15号橋（雷橋） 林道起点から11.1km 鋼桁橋 12.4 6.0 専用林道

三-⑤ 白倉林道 16号橋（羚橋） 林道起点から11.1km 鋼桁橋 10.6 6.0 専用林道

三-⑥ 大又佐渡林道（佐渡林道） ７号橋（保色橋） 林道起点から9.5km 鋼桁橋 14.4 3.0 専用林道

三-⑦ 塔谷林道 １号橋(備後川橋) 林道起点から1.2km 鋼桁橋 36.6 7.0 専用林道

三-⑧ 大又佐渡林道（大又林道） 20号橋（23号橋） 林道起点から7.4km 鋼桁橋 13.0 4.0 併用林道

※１ 「規格・構造等」欄の桁下高の水面から桁までの高さ（概数）

橋長(m)
桁下高(m)
（※１）

規格・構造等
その他

三重署

森林管理署等名 林道名 橋梁等名 位置
種類

調査
番号

三重署

三重署

三重署

三重署

三重署

三重署

三重署



調査橋梁現況写真

調査番号 林道名 橋梁名 撮影年月日

三-①
父ヶ谷大台線
(大台林道)

西谷橋 H25.10.4

近景写真

遠景写真

橋裏写真



調査橋梁現況写真

調査番号 林道名 橋梁名 撮影年月日

三-②
父ヶ谷大台線
(父ヶ谷林道)

紅壽橋 H25.9.18

近景写真

遠景写真

橋裏写真



調査橋梁現況写真

調査番号 林道名 橋梁名 撮影年月日
三-③ 白倉林道 不動橋(第14号橋) R4.9.7

近景写真

遠景写真

橋裏写真



調査橋梁現況写真

調査番号 林道名 橋梁名 撮影年月日
三-④ 白倉林道 雷橋(第15号橋) R4.9.7

近景写真

遠景写真

橋裏写真



調査橋梁現況写真

調査番号 林道名 橋梁名 撮影年月日
三-⑤ 白倉林道 羚橋(第16号橋) R4.9.7

近景写真

遠景写真

橋裏写真



調査橋梁現況写真

調査番号 林道名 橋梁名 撮影年月日

三-⑥
大又佐渡林道
(佐渡林道)

第7号（保色橋） R4.9.12

近景写真

遠景写真

橋裏写真



調査橋梁現況写真

調査番号 林道名 橋梁名 撮影年月日

三-⑦ 塔谷林道
1号橋

（備後川橋）
H24.7.18
H29.8.11

近景写真

H29.8.11

遠景写真

H24.7.18

橋裏写真

H29.8.11



調査橋梁現況写真

調査番号 林道名 橋梁名 撮影年月日

三-⑧
大又佐渡林道
(大又林道)

20(23)号橋 R4.9.11

近景写真

遠景写真

橋裏写真



ＰＣＢ含有塗膜調査業務（林道橋）位置図
三重署管内

父ヶ谷大台線（父ヶ谷林道）

父ヶ谷大台線（大台林道）

白倉林道

塔谷林道

大又佐渡林道（佐渡林道）

大又佐渡林道（大又林道）



ＰＣＢ含有塗膜調査業務（林道橋）位置図
三重署　父ヶ谷大台線（大台林道）

父ヶ谷大台線（大台林道）

車両通行止め



ＰＣＢ含有塗膜調査業務（林道橋）位置図
三重署　父ヶ谷大台線（父ヶ谷林道）

父ヶ谷大台線（父ヶ谷林道）

車両通行止め



ＰＣＢ含有塗膜調査業務（林道橋）位置図
三重署　白倉林道

白倉林道

車両通行止め



ＰＣＢ含有塗膜調査業務（林道橋）位置図
三重署　塔谷林道

大又佐渡林道（佐渡林道）
大又佐渡林道（大又林道）

塔谷林道

大又佐渡林道（佐渡林道）

大又佐渡林道（大又林道）


